






９年間の転用禁止（最低９年間は森林のまま残していただくこと）等を内容とした３者協定（県、市、所有者）の締結。

ご応募いただいた竹林は、県美祢農林事務所で調査し、公共性が
高い竹林を選定した後、実施となりますので、せっかくご応募いただ
いても、実施できない場合があります。


